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日本技術者教育認定機構 認定基準改定案 

パブリックコメント募集のお知らせ 

 

一般社団法人 日本技術者教育認定機構 

 

 (一社)日本技術者教育認定機構(JABEE)では、技術者教育プログラムに対する認定に適

用する認定基準及び関連文書を 2019 年度(2019 年 4 月以降)に改定すべく、準備を進めて

います。 

このたび認定基準の改定案がまとまりましたので、広くご意見を頂戴したく、パブリック

コメントを実施いたします。忌憚のないご意見をお寄せください。 

 

1 改定適用年度：2019 年度認定・審査より 

 

2 現行認定基準(2012 年度改定)の適用：2018 年度認定・審査まで 

経過措置はなしとし、2018 年度以前の認定・審査の結果 2019 年度以降に中間審査・

再審査の時期が到来する場合にも改定認定基準を適用した認定・審査を行います。 

これは、今回の改定は主に記述内容の整理・統合であり、追加されたものはないた

め、「技術者教育認定に関わる基本的枠組」(以降、「枠組」)4.2 にて定める『学士課程

を対象とする認定の種別で 4 年度以内に、修士課程を対象に含む認定の種別で 2 年度

以内に文書を公開した場合には、必要に応じて経過措置をとる』に定める経過措置の

必要性がないと判断したためです。 

 

3 改定の理由・目的： 

これまでの認定・審査について、基準各項目に対する審査結果の推移、JABEE の認

定審査関係委員会での議論・検討、およびプログラムや審査員へのアンケート結果等

から、現行認定基準に基づく認定・審査は審査項目が多いことでさまざまな悪影響が

生じており、必ずしも望ましい状況とは言えないとの認識に至りました。加えて、以

下のような JABEE 以外での動向にも留意しました。 

(1) JABEE の技術者教育認定に関する検討委員会「JABEE の技術者教育認定の在り

方について」 http://www.jabee.org/outline/kento_mext/ 

① 審査方法の在り方：大学機関別認証評価機関とも連携し、認証評価の際の資

料等を共有するなど、重複を回避する審査を行うことで受審側の負担軽減を

図る。 

② 審査体制の在り方：(前略)ルールの変更点・審査の重要視点等の審査の観点

についての体系的な研修を構築することで、審査員の質的向上を図る 



(2) 文部科学省「大学における工学系教育の在り方について（中間まとめ）」

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/081/gaiyou/1387267.htm 

10．工学系教育改革の考え方の共有 

 工学系教育改革を進める上で，関連する諸制度との関係も考慮する必要がある。

まず，JABEE における技術者教育プログラム認定等においても，この工学系教

育改革の趣旨を十分踏まえ，その認定基準等の見直しを進めることを求めたい。 

(3) 大学改革支援・学位授与機構「平成 30 年度実施分高等専門学校機関別認証評価

自己評価実施要領」 

① 重点評価項目 観点 1-1-④ 

自己点検・評価や第三者評価等の結果を教育の質の改善・向上に結びつけるよ

うな組織としての体制が整備され、機能しているか。の【留意点】： 

第三者評価等とは、機構が実施する機関別認証評価や、JABEE による

JABEE プログラムの認定、機構が実施する特例適用専攻科の認定等のほか、

第三者評価でない、自己点検・評価の外部有識者による検証を含み、外部者

が検証・評価した結果等の全てを想定しており、そこで指摘された改善事項

等への対応を事例として想定している。 

② 基準 8 専攻科課程の教育活動の状況のうち、観点 8-1 観点①～⑥の【留意点】： 

本評価書 I(1)4.において、JABEE 認定プログラムについて記載した場合は、

その評価結果を利用できる。利用する場合は、当該結果を根拠として本観点

全体の判断を行うこととし、根拠理由欄に、この結果を踏まえた根拠理由を

記述すること。自己点検・評価結果欄の各項目について、個別の記入は要し

ない。 

 

以上の検討結果および外部からの意見等に基づき、「枠組」4.1 にて定める認定基準

の基本方針により添うとともに、社会的・国際的により信頼される専門分野別認定を

進め、かつ、高等教育機関の内部質保証に関する第三者評価としてより適切に機能す

ることを目的として、以下の 2 点に留意し認定基準を改定いたします。 

 「修了生のアウトカムズ保証を主眼とする教育の継続的改善システムが機能し

ていること」をより重視した審査とする(「枠組」4.1(2)関連) 

 教育機関および JABEE 双方の審査の負荷を軽減し審査の質の向上につなげる

(「枠組」4.1(4)(5)(6)関連) 

 

また、認定基準改定に伴い、自己点検書への記載内容や審査方法を見直し、基準改

定確定後に関連文書の改定を順次進めます(別紙をご参照ください)。 

 



4 改定概要 

 認定の種別：変更なし。但し、高等教育機関や行政の動き等を踏まえ、学士・

修士一貫プログラム等への対応は別途検討する。 

 認定分野：変更なし 

 認定基準改定方針： 

① 基準小項目を現行認定基準より大幅に削減する。 

② 基準大項目(1～4)の枠組は変えない。 

③ 基準 1：学習・教育到達目標に含めることを求めている知識・能力観点(a)

～(i)の大枠は変えない(文言の修正程度は必要に応じて行う)。 

④ 基準 2：小項目の整理・統合を行う。特に、プログラム単位での仕組みづく

りや運営が難しいと思われる施設・設備等の教育環境や財源確保に関する

取り組みは、プログラムにその影響が及んでいる場合には教育機関や部局

等のより大きな教育単位での取り組みでも良いこととする(機関別認証評

価の際の自己点検への活用に留意)。 

⑤ 基準 3：小項目の整理・統合を行う。その際、学習・教育到達目標を全ての

履修生が達成していることをプログラムが確認していること、および、そ

のことにより知識・能力観点(a)～(i)の具体的な内容を達成していることを

プログラムが説明できること、の 2 点を重視した審査が行えるようにする

（アウトカムズ評価の重視）。 

⑥ 基準 4：小項目の整理・統合を行う。特に、継続的な教育改善の仕組みと運

用に関しては、プログラムにその影響が及んでいる場合には教育機関や部

局等のより大きな教育単位での取り組みでも良いこととする。 

⑦ エンジニアリング系学士課程、エンジニアリング系修士課程、情報専門系

学士課程に対する個別基準(必須事項)：当該認定種別および認定分野のプロ

グラムとしての適切な学習・教育の量の確保は、共通基準で十分審査可能

と判断し、共通基準 2.1(1)に対する個別基準を撤廃する。同様に、建築系

学士修士課程における共通基準 2.1(1)に対する個別基準から、学習・教育

の量に関する記述を削除する。 

 

5 認定基準改定案と関連文書に注記すべき内容：別紙の通り 

 

6 認定基準改定および関連文書改定のスケジュール：別紙の通り 

 

7 パブリックコメント提出の方法 

今回のパブリックコメントは認定基準改定案（共通基準及び基準 2.1(1)に対する個別

基準）を対象とします。以下の要領にてご意見をお寄せ下さい。 



 募集期間：2017 年 11 月 1 日～11 月 30 日 

 提出先：JABEE 事務局 

 提出方法： 

－E メールにて提出：アドレス accreditation@jabee.org 

所定の EXCEL フォームに記入し、メール添付にてご送付をお願いします。 

－上記フォームでのご送付が困難な場合は、自由な記述形式でご意見をお送り

いただいても問題ありません。ただし、ご所属、氏名もあわせてご記入くだ

さい。また、ご意見が基準全体に関するものか特定の項目に関するものか（こ

の場合、その項目の番号等も）を明記していただくようお願いいたします。 

 パブリックコメントの検討結果の公表方法： 

JABEE ウェブサイトにて行います。個別のご回答は行いませんので、ご了承く

ださい。 

以上 

 


